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令和８年５月１日 発行 （国税庁 e―Tax キャラクター　イータ君）大月法人会は e―Tax を推進しています。
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一
月
二
十
日
㈫
、
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー

ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ
に
於
い
て
、「
令
和
八

年
新
春
講
演
会
・
新
年
賀
詞
交
歓
会
」
を

開
催
。

　

新
春
講
演
会
は
、
大
月
税
務
署
長
松
田

泰
尚
氏
に
「
国
税
今
昔
話
」
と
題
し
て
、

プ
ロ
野
球
選
手
を
目
指
し
た
少
年
時
代
に

始
ま
り
、
国
税
の
道
を
目
指
し
て
勉
学
に

励
み
、
国
税
庁
に
採
用
さ
れ
、
国
税
庁
調

査
課
企
画
係
長
、
国
税
庁
総
務
課
審
理
企

画
係
長
、
さ
ら
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
留
学

さ
れ
た
後
、
財
務
省
主
税
局
参
事
官
室
参

事
官
補
佐
と
し
て
、
主
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
係
る
国
際
交
渉
事
務
に

令
和
八
年
新
春
講
演
会
・
新
年
賀
詞
交
歓
会

従
事
さ
れ
る
な
ど
、
輝
か
し
い
経
歴
と
併

せ
て
、従
事
さ
れ
た
業
務
の
内
容
等
、ユ
ー

モ
ア
を
交
え
て
詳
し
く
解
説
し
て
頂
き
ま

し
た
。

　
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
は
、
開
会
前
に
恒

例
の
女
性
部
会
コ
ー
ラ
ス
部
の
生
コ
ー
ラ

ス
が
場
内
に
響
き
わ
た
る
中
で
賀
詞
交
歓

会
を
開
会
。

　

山
口
会
長
か
ら
、
昨
年
一
年
を
振
り
返

る
と
、
大
阪
・
関
西
万
博
開
催
の
明
る
い

話
題
の
一
方
で
、
コ
メ
価
格
の
高
騰
や
大

規
模
な
山
林
火
災
、
地
震
、
さ
ら
に
ク
マ

被
害
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
や
地
域
社
会

に
影
響
が
あ
っ
た
。 

国
際
的
に
は
、
米

国
で
ト
ラ
ン
プ
新
大
統
領
の
関
税
政
策
が

大
き
な
波
紋
を
広
げ
、
国
際
的
な
摩
擦
を

激
化
さ
せ
、
国
内
政
治
で
は
憲
政
史
上
初

と
な
る
女
性
総
理
大
臣
が
誕
生
し
、「
財

政
健
全
化
重
視
」
か
ら
「
積
極
財
政
路
線
」

へ
と
舵
を
切
る
政
権
へ
と
移
行
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
私
た
ち
法
人
会
は
、

地
域
企
業
の
健
全
な
発
展
と
、
地
域
社
会

へ
の
貢
献
を
使
命
と
し
て
活
動
し
、
地
域

並
び
に
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
、
税
務
当
局
と
の
連
携
を
よ
り
一
層
深

め
、
税
務
知
識
の
普
及
及
び
納
税
意
識
の

高
揚
を
図
り
、
公
正
な
納
税
と
円
滑
な
税

務
行
政
に
寄
与
し
て
い
く
と
、
年
頭
の
挨

拶
が
あ
り
、
大
月
税
務
署
を
始
め
多
数
の

来
賓
を
迎
え
、
約
百
三
十
名
が
新
年
の
ス

タ
ー
ト
を
祝
い
ま
し
た
。

大
月
税
務
署  

松
田
泰
尚
署
長   

講
演

新
年
賀
詞
交
歓
会  

大
月
法
人
会  

山
口
照
義
会
長   

挨
拶

新
年
賀
詞
交
歓
会  

税
理
士
会   

髙
橋
範
朗
大
月
支
部
長   

祝
辞

新
年
賀
詞
交
歓
会  

大
月
税
務
署  

松
田
泰
尚
署
長   

祝
辞
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正
副
会
長
会

　

一
月
六
日
㈫
、
午
前
十
一
時
二
十
分
よ

り
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

以
下
の
議
題
に
つ
い
て
協
議
。

議
　
題

一
、�

令
和
八
年
新
春
特
別
講
演
会
・
新
年

賀
詞
交
歓
会
に
つ
い
て

二
、�

今
後
の
主
要
事
業
に
つ
い
て

　

⑴
理
事
会
開
催
日
程

　

⑵
第
十
五
回
定
時
総
会
開
催
日
程

　

⑶�

定
時
総
会
特
別
講
演
会
講
師
選
定

三
、�

令
和
八
年
度
全
法
連
・
県
連
功
労
者

表
彰
候
補
者
の
申
請
に
つ
い
て

女
性
部
会
コ
ー
ラ
ス
部

正
副
会
長
会

令
和
七
年
度

　

第
四
回
理
事
会

　

三
月
二
十
五
日
㈬
、
午
前
十
時
・
十
一

時
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
案
通
り
全

項
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
　
事

（
審
議
事
項
）

第
一
号
議
案　

�

副
会
長
死
亡
に
伴
う
後
任

副
会
長
選
定
の
件

第
二
号
議
案　

�

補
欠
役
員
２
名
選
任
の
件

第
三
号
議
案　

�

専
務
理
事
退
任
に
伴
う
後

任
専
務
理
事
選
定
の
件

第
四
号
議
案　

�

職
員
退
職
に
伴
う
補
充
職

員
採
用
の
件

第
五
号
議
案　

�

令
和
八
年
度
事
業
計
画
案

承
認
の
件

第
六
号
議
案　

�

令
和
八
年
度
収
支
予
算
案

承
認
の
件

第
七
号
議
案　

�

第
十
五
回
定
時
総
会
開
催

の
件

第
八
号
議
案　

�

全
法
連
・
県
連
功
労
者
表

彰
候
補
者
推
薦
の
件

第
九
号
議
案　

�

健
康
経
営
委
員
会
設
置
の
件

（
報
告
事
項
）

一
、�

前
回
理
事
会
開
催
以
降
の
事
業
報
告

及
び
代
表
理
事
・
業
務
執
行
理
事
の

職
務
執
行
状
況
報
告
に
つ
い
て

二
、�

今
後
の
主
要
事
業
に
つ
い
て

三
、�

令
和
九
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

四
、�

ア
メ
ッ
ク
ス
「
法
人
会
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ッ
チ
ン
グ
」
に
つ
い
て

四
、
支
部
別
会
員
状
況
に
つ
い
て

五
、�

全
法
連
助
成
金
の
配
賦
予
定
額
に
つ
い
て

六
、
全
法
連
主
催
の
全
国
大
会
に
つ
い
て

七
、
健
康
経
営
委
員
会
に
つ
い
て

八
、�

法
人
会
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い
て

九
、
支
部
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て

十
、
桂
友
会
役
員
改
選
に
つ
い
て

十
一
、
職
員
退
職
と
補
充
採
用
に
つ
い
て

十
二
、�

専
務
理
事
の
退
任
と
後
任
に
つ
い
て

十
三
、�

職
員
給
与
及
び
専
務
理
事
役
員
報

酬
の
見
直
し
に
つ
い
て
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関
係
民
間
団
体
長
会

　

一
月
十
六
日
㈮
、
大
月
税
務
署
会
議
室

に
於
い
て
開
催
。

　

恒
例
の
関
係
民
間
団
体
の
団
体
長
出
演

に
よ
る
確
定
申
告
Ｐ
Ｒ
動
画
撮
影
終
了

後
、
令
和
七
年
分
確
定
申
告
に
係
る
協
議

の
他
、
各
団
体
及
び
税
務
署
か
ら
連
絡
・

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

上
野
原
・
大
月
・
都
留
支
部

合
同
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

二
月
六
日
㈮
、
大
月
法
人
会
館
に
於
い

て
開
催
。
一
般
含
め
六
十
五
名
が
出
席
し

ま
し
た
。

　
「
記
憶
の
救
世
主
」
と
し
て
信
頼
を
集

め
て
い
る
『
脳
の
教
習
所
』
教
官
／
脳
力

開
発
研
究
家
で
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
テ
ッ
ク

ス
㈱
代
表
取
締
役
の
吉
野
邦
昭
氏
を
お

招
き
し
、
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し

た
「
一
〇
〇
％
伝
わ
る
」
伝
え
方
と
題
し
、

こ
れ
ま
で
小
学
生
か
ら
九
十
六
歳
ま
で

三
十
万
人
以
上
に
指
導
さ
れ
、
国
家
資
格

や
Ｔ
О
Ｅ
Ｉ
Ｃ
な
ど
で
驚
異
的
な
成
果
を

挙
げ
さ
せ
た
実
績
を
持
つ
、
脳
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
基
づ
く
記
憶
法
・
学
習
法
を
指
導

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

支
部
活
動
報
告

都
留
支
部
役
員
会

二
月
十
日
㈫　

ふ
る
や

正
副
会
長
会

令
和
八
年
度

　

第
一
回
理
事
会

　

四
月
二
十
三
日
㈭
、
午
前
十
時
・
十
一

時
よ
り
大
月
法
人
会
館
に
於
い
て
開
催
。

　

審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
案
通
り
全

項
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
　
事

（
審
議
事
項
）

第
一
号
議
案　

�

令
和
七
年
度
事
業
報
告
承

認
の
件

第
二
号
議
案　

�

令
和
七
年
度
収
支
決
算
報

告
承
認
の
件
、
並
び
に
監

査
報
告

第
三
号
議
案　

�

職
員
就
業
規
則
改
正
の
件

第
四
号
議
案　

�

育
児
・
介
護
休
業
規
程
制

定
の
件

第
五
号
議
案　

�

委
員
会
規
程
改
正
の
件

第
六
号
議
案　

�

役
員
報
酬
規
程
改
正
の
件

第
七
号
議
案　

�

県
連
健
康
経
営
委
員
会
委

員
推
薦
の
件

第
八
号
議
案　

�

第
十
五
回
定
時
総
会
開
催

の
件

（
報
告
事
項
）

一
、�

支
部
別
会
員
状
況
に
つ
い
て

二
、�

そ
の
他
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青
年
部
会
活
動
報
告

女
性
部
会
活
動
報
告

租
税
教
室
・
絵
画
お
願
い

二
月
十
日
㈫　

大
月
市
教
育
委
員
会

租
税
教
室
・
絵
画
お
願
い

二
月
二
十
日
㈮　

大
月
市
立
猿
橋
小
学
校

県
連
主
催

「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い 

 

山
梨
大
会
」
打
上
げ

一
月
十
五
日
㈭　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

青
年
部
会
主
催

「
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い 

 

山
梨
大
会
」
成
功
慰
労
会

一
月
二
十
七
日
㈫　

串
焼
Ｉ
・
Ｗ

青
年
部
会
役
員
会

四
月
十
五
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

青
年
部
会
研
修
会

四
月
十
五
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

女
性
部
会
役
員
会

四
月
二
十
三
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

女
性
部
会
研
修
会

四
月
二
十
三
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

全
国
青
年
の
集
い
山
梨
大
会

大
木
賢
太
郎
大
会
会
長   

挨
拶
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上
野
原
支
部
バ
ザ
ー
収
益
金
寄
付
感
謝
状

二
月
十
四
日
㈯　

上
野
原
市
も
み
じ
ホ
ー
ル

日
帰
り
税
務
研
修
会　
　

二
月
十
三
日
㈮　

新
橋
演
舞
場

租
税
教
室
・
絵
画
お
願
い

二
月
二
十
日
㈮　

大
月
市
立
鳥
沢
小
学
校

第
五
十
六
回
県
連
女
連
協
交
流
会

二
月
十
七
日
㈫　

ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府
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上
野
原
・
大
月
・
都
留
支
部
合
同
税
務
研
修
会

三
月
二
日
㈪　

濱
野
屋

富
士
吉
田
支
部
総
会

三
月
十
一
日
㈬　

フ
ジ
ヤ
マ
テ
ラ
ス

大
月
支
部
総
会

三
月
十
七
日
㈫　

ム
ス
タ
チ
オ

上
野
原
支
部
総
会

三
月
十
四
日
㈯　

ロ
ビ
ン

河
口
湖
支
部
総
会

三
月
十
二
日
㈭　

七
草

支
部
長
会
議

三
月
十
六
日
㈪　

Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
．

コ
ー
ラ
ス
部
税
務
研
修
会
・
総
会

三
月
十
一
日
㈬　

藍
屋

第15回定時総会開催案内
公益社団法人大月法人会  第15回定時総会を下記の通り開催いたします。

なお、総会に先立ち午後２時から特別講演会を開催いたします。

●開催日　令和８年５月25日（月）
●場　所　ホテル鐘山苑
●次　第　第１部　特別講演会　午後2時～午後3時30分
　　　　　　　　　　　　　　　（受付1時15分～）
　　　　　　　　　　講師：佐藤 まさひさ 氏（前参議院議員）
　　　　　　　　　　演題：我が国の安全保障環境について
　　　　　第２部　第15回定時総会　午後3時45分～午後4時30分
　　　　　第３部　表彰式等　午後4時45分～午後5時15分
　　　　　第４部　懇親会　午後5時30分～午後7時　

※�総会案内、議案書は４月下旬に郵送いたしますので、出欠通知（兼委任状）を必ずご返送ください。

前参議院議員
佐藤 まさひさ 氏

富
士
吉
田
支
部
役
員
会

三
月
二
十
三
日
㈪　

ひ
だ
ま
り
珈
琲
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全
法
連
広
報
委
員
会

二
月
十
三
日
㈮　

全
法
連
会
館

　
　
　
　
　
　
　

山
口
照
義
会
長
出
席

全
法
連
事
務
局
セ
ミ
ナ
ー

一
月
二
十
六
日
㈪　

ハ
イ
ア
ッ
ト
リ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
東
京

監
査
会

四
月
二
十
日
㈪　

大
月
法
人
会
館

決
算
法
人
説
明
会

一
月
二
十
二
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

三
月　

十
八
日
㈬　

大
月
法
人
会
館

四
月　

十
六
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

広
報
誌
封
入
作
業

十
二
月
二
十
五
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

広
報
委
員
会

三
月
十
二
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

そ
の
他
の
活
動
報
告

新
年
税
務
署
挨
拶

一
月
六
日
㈫　

大
月
税
務
署

確
定
申
告
広
報
活
動

二
月
十
六
日
㈪　

大
月
税
務
署

新
設
法
人
説
明
会

三
月
十
九
日
㈭　

大
月
法
人
会
館

四
月
十
六
日
㈭　

大
月
法
人
会
館
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県
連
新
年
賀
詞
交
歓
会

一
月
十
五
日
㈭　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

県
連
新
春
講
演
会

一
月
十
五
日
㈭　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

全
法
連
税
制
セ
ミ
ナ
ー

二
月
十
六
日
㈪　

リ
モ
ー
ト
出
席

県
連
総
務
委
員
会

三
月
十
七
日
㈫　

甲
府
法
人
会
館

県
連
広
報
委
員
会

二
月
二
十
七
日
㈮　

甲
府
法
人
会
館

県
連
研
修
委
員
会

三
月
九
日
㈪　

甲
府
法
人
会
館

県
連
税
制
委
員
会

二
月
二
十
五
日
㈬　

甲
府
法
人
会
館

県
連
組
織
・
厚
生
委
員
会

三
月
十
一
日
㈬　

ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府
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県
連
正
副
会
長
会
・
理
事
会

四
月　

十
五
日
㈬　

甲
府
法
人
会
館

四
月
二
十
一
日
㈫　

ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府

県
連
正
副
会
長
会
・
理
事
会

三
月
十
二
日
㈭　

甲
府
法
人
会
館

三
月
三
十
日
㈪　

ア
ピ
オ
甲
府

山
梨
県
内
四
単
位
会

役
職
員
研
修
会
・
交
流
会

三
月
十
七
日
㈫　

甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

令和8年度 普通会費納入のお願い

１. 口座振替ご利用の会員様
　  �６月１５日（月）にご指定

の金融機関口座から振替
させていただきます。

２. 振込ご利用の会員様
　  �別途、振込のご案内をさ

せていただきます。
　  �振込期限６月３０日（火）

◯
有
限
会
社 

福
ヤ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

　

 （
上
野
原
市
上
野
原
一
三
三
―
二
）

　

代
表
取
締
役　

福
田
　
高
俊

◯
株
式
会
社 

辰
巳
製
作
所

　

 （
都
留
市
法
能
四
二
〇
二
〇
―
一
）

代
表
取
締
役　

天
野
　
　
豊

◯
レ
オ
ネ
ク
ス
ト
ム
ー
ン
ヒ
ル
ズ

　

 （
都
留
市
四
日
市
場
一
〇
八
一
）

　

代
表
者　

小
笠
原
能
久

◯
カ
ー
メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

ヤ
ナ
ギ

　

 （
都
留
市
井
倉
五
三
一
―
二
）

　

代
表
者　

柳
原
　
一
之

◯
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｅ   

Ｋ
Ⅱ 

　

 （
都
留
市
大
野
一
二
―
三
）

　

代
表
者　

川
村
　
　
治

◯
株
式
会
社 

Ｒ
４
１
３
ど
う
し

　

 （
南
都
留
郡
道
志
村
一
二
六
一
五
―
一
）

　

代
表
取
締
役　

宮
城
　
親
仁

◯
新
藤
木
工
所

　

 （
富
士
吉
田
市
竜
ケ
丘
三
―
一
―
一
）

　

代
表
者　

新
藤
　
晴
彦

新
入
会
員
紹
介
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令
和
八
年
度
　
年
　
間
　
予
　
定
　
表

上
＝
上
旬

中
＝
中
旬

下
＝
下
旬

 

総

務

委

員

会

   

（
健
康
経
営
委
員
会
）

上
部
団
体
の
主
な
事
業

 

組

織

委

員

会

 

研

修

委

員

会

 

税

制

委

員

会

 

厚

生

委

員

会

 

広

報

委

員

会

　
　
　（
広
報
誌
編
集
）

 

青

年

部

会

 

女

性

部

会

そ
の
他
部
会
・
支
部
会
等

14	

桂
友
会
総
会

15	

県
連
正
副
会
長
会

17	

県
連
事
務
局
会
議

21	

県
連
理
事
会

20	

監
査
会

23	

正
副
会
長
会

23	

理
事
会

16	

新
設
法
人
説
明
会

16	

決
算
法
人
説
明
会

15	

監
査
会

15	

役
員
会

15	

特
別
研
修
会

下	

県
連
青
連
協
役
員
会

16	

女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム

	

埼
玉
大
会

23	

監
査
会

23	

役
員
会

23	

特
別
研
修
会

下	

県
連
事
務
局
会
議

�

19	

新
設
法
人
説
明
会

19	

決
算
法
人
説
明
会

上	

税
務
署
と
の
意
見
交
換
会

中	

県
連
青
連
協
役
員
会

上	

県
連
女
連
協

　	

正
副
会
長
会

中 

富
士
吉
田
・
河
口
湖

	

　
　
　
地
区
役
員
会

3	

関
係
民
間
団
体
長
会

	

事
務
局
長
会
議

10	

関
係
民
間
団
体
長
会

16	

東
京
地
方
税
理
士
会

　	

大
月
支
部
定
期
総
会

18	

東
京
地
方
税
理
士
会

	

山
梨
県
会
定
期
総
会

25	

県
連
定
時
総
会

中	

県
連
税
制
委
員
会

24	

決
算
法
人
説
明
会

中	

標
語
高
校
訪
問

	

（
富
士
吉
田
支
部
担
当
）

上	

租
税
教
室
講
習
会

11	

第
22
回
慰
問

中	

小
学
生
租
税
教
室

	

大
月
市
立
猿
橋
小

	

　
　
　
　
鳥
沢
小

中	

「
税
の
絵
は
が
き

	

コ
ン
ク
ー
ル
」
お
願
い

上	

関
係
民
間
団
体

	

事
務
局
長
会
議

8	

法
人
会
全
国
大
会

	

茨
城
大
会

中	

東
京
国
税
局
と
の

	

意
見
交
換
会

下	

関
係
民
間
団
体
長
会

25	

つ
る
産
業
ま
つ
り
出
展

中	

正
副
会
長
会

中	

理
事
会

下	

経
営
支
援
セ
ミ
ナ
ー

21	

決
算
法
人
説
明
会

中	

標
語
最
終
選
考
会

下	

少
年
野
球
教
室

中 

絵
画
・
絵
ハ
ガ
キ

	

最
終
選
考
会

中	

県
連
女
連
協
役
員
会

中	

富
士
吉
田
・
河
口

	

支
部
合
同
セ
ミ
ナ
ー

中	

全
法
連
賀
詞
交
歓
会

中	

県
連
新
春
講
演
会

	

新
年
賀
詞
交
歓
会

中	

税
理
士
会
県
会

	

新
年
賀
詞
交
歓
会

下	

税
理
士
会
大
月
支
部

	

新
年
賀
詞
交
歓
会

下	

関
係
民
間
団
体
長
会

上	

正
副
会
長
会

　	

正
副
会
長

　	

税
務
署
新
年
挨
拶

中	

新
年
賀
詞
交
歓
会

21	

新
設
法
人
説
明
会

中	

新
春
講
演
会

21	

決
算
法
人
説
明
会

1	

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

	

１
９
５
号
発
行

27	

租
税
教
育
推
進
協
議
会

　	

定
期
総
会

25	
第
15
回
定
時
総
会

1	

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

　
１
９
３
号
発
行

25	

第
15
回
定
時
総
会

9	

お
か
あ
さ
ん
コ
ー
ラ
ス
大
会

25	

第
15
回
定
時
総
会

下	

県
連
女
連
協
連

	

正
副
会
長
会

中	

総
務
委
員
会

中	

健
康
経
営
委
員
会

下	

組
織
・
厚
生
委
員
会

下	
研
修
委
員
会

中	

税
制
委
員
会

下	

組
織
・
厚
生
委
員
会

1	

広
報
誌「
か
つ
ら
川
」

	

１
９
４
号
発
行

中	

県
連
及
び
県
下
４
単
位
会

	

共
催
サ
ッ
カ
ー
教
室

	

＆
税
金
教
室

中	

都
留
地
区

	

　
　
　
税
務
研
修
会

下	

上
野
原
地
区

	

　
　
　
税
務
研
修
会

中 

県
連
事
務
局
会
議

上	

年
末
特
別
研
修
会

上	

社
会
福
祉
協
議
会

　	

チ
ャ
リ
テ
ィ
収
益
金
寄
付

上	

年
末
特
別
研
修
会

上	

社
会
福
祉
協
議
会

　	

チ
ャ
リ
テ
ィ
収
益
金
寄
付

中	

県
連
女
連
協

　	

正
副
会
長
会

中	

関
係
民
間
団
体
長
会

中	

関
係
民
間
団
体
意
見

	

交
換
会

上	

広
報
委
員
会

中	

全
法
連
広
報
委
員
会

上	

親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

5	�

県
連
及
県
内
４
単
位
会

	

共
催
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

	

ク
リ
ニ
ッ
ク
＆
税
金
教
室

上	

県
連
正
副
会
長
会

中	

県
連
理
事
会

中	

中
学
生
税
金

	

弁
論
大
会

17	

納
税
表
彰
式

中	
税
制
改
正
要
望
活
動

上	

広
報
委
員
会

8	

環
富
士
山
交
流
会

19
～
20 

全
国
青
年
の

　
　
　 

集
い
島
根
大
会

中	

標
語
表
彰
式

下	

少
年
野
球
大
会

	

税
金
教
室

上	

道
志
地
区
税
務
研
修
会

下	

大
月
地
区
税
務
研
修
会

下	

富
士
急
グ
ル
ー
プ
部
会

	

　
　
　
　
税
務
研
修
会

下	

県
連
総
務
委
員
会

下	

県
連
健
康
経
営

	

委
員
会

下	

県
連
組
織
委
員
会

下	

県
連
研
修
委
員
会

中	

全
法
連
税
制
セ
ミ
ナ
ー

下	

県
連
税
制
委
員
会

下	

県
連
厚
生
委
員
会

中	

全
法
連
広
報
委
員
会

下	

県
連
広
報
委
員
会

中	

女
連
協
交
流
会

中	

日
帰
り
税
務
研
修
会

下	

上
野
原
地
区

	

　
　
　
税
務
研
修
会

上	

全
法
連
事
務
局
セ
ミ
ナ
ー

中	

県
連
正
副
会
長
会

下	

県
連
理
事
会

下	

正
副
会
長
会

下	

理
事
会

24	

決
算
法
人
説
明
会

上	
広
報
委
員
会

下	

西
桂
地
区
税
務
研
修
会

下	

忍
野
地
区
税
務
研
修
会

下	

山
中
湖
地
区
税
務
研
修
会

	 ３月	 ２月	 ９年１月	 12 月	 11 月	 10 月	 ９月	 ８月	 ７月	 ６月	 ５月	 ８年４月
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大月税務署からのお知らせ
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（15）
　

令
和
８
年
度
税
制
改
正
で
は
、
物
価
高
へ
の

対
応
の
観
点
か
ら
、
物
価
上
昇
に
連
動
し
て
基

礎
控
除
等
を
引
き
上
げ
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ

た
ほ
か
、
就
業
調
整
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、

中
低
所
得
者
に
配
慮
し
つ
つ
、
所
得
税
の
課
税

最
低
限
を
１
７
８
万
円
ま
で
特
例
的
に
先
取
り

し
て
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。「
強
い
経
済
」の

実
現
に
向
け
た
対
応
と
し
て
、
大
胆
な
設
備
投

資
の
促
進
に
向
け
た
税
制
措
置
が
創
設
さ
れ
た

ほ
か
、
租
税
特
別
措
置
等
の
適
正
化
の
観
点
か

ら
、
賃
上
げ
促
進
税
制
の
見
直
し
や
研
究
開
発

税
制
の
強
化
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
税
負
担
の

公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
極
め
て
高
い

水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
の

見
直
し
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
自

動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て
、
自
動
車
税
等
の
環

境
性
能
割
の
廃
止
や
軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間

税
率
の
廃
止
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
国

際
観
光
旅
客
税
の
税
率
の
引
上
げ
や
防
衛
特
別

所
得
税（
仮
称
）の
創
設
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

（
令
和
８
年
度
税
制
改
正
大
綱
よ
り
）。

　

法
人
会
で
は
、
昨
年
９
月
に「
令
和
８
年
度
税

制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
を
取
り
ま
と
め
、
そ

の
後
、
政
府
・
政
党
・
地
方
自
治
体
等
に
提
言

活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今

回
の
改
正
で
は
、
中
小
企
業
向
け
税
制
措
置
の

適
用
期
限
延
長
、
事
業
承
継
税
制
の
役
員
就
任

要
件
の
見
直
し
等
、
法
人
会
の
提
言
事
項
の
一

部
が
盛
り
込
ま
れ
、
以
下
の
と
お
り
実
現
す
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。

［
法
人
課
税
］

１
．�

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
法
人

税
率
の
軽
減
措
置

●
法
人
会
提
言

　

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金

算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
物
価
が
上
昇

し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
取
得
価
額
要
件

を
30
万
円
未
満
か
ら
50
万
円
未
満
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計

３
０
０
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と

す
る
こ
と
を
求
め
る
。
な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に

困
難
な
場
合
は
、
令
和
８
年
３
月
末
日
と
な
っ

て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

●
改
正
の
概
要

　

対
象
と
な
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
が

40
万
円
未
満（
改
正
前
：
30
万
円
未
満
）に
引
き

上
げ
ら
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が
３
年
間
延
長

さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
従
業
員
要
件
は
４
０
０

人
以
下（
改
正
前
：
５
０
０
人
以
下
）に
引
き
下

げ
ら
れ
ま
し
た
。

２
．�

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進
税
制

●
法
人
会
提
言

　
「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進
税
制
」

は
、
令
和
８
年
３
月
末
日
が
適
用
期
限
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ

と
。

●
改
正
の
概
要

　
「
炭
素
生
産
性
向
上
率
」の
要
件
が
引
き
上
げ

ら
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
償
却
率
・
税
額
控
除

率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が
２

年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

３
．�

地
方
拠
点
強
化
税
制

●
法
人
会
提
言

　

地
方
創
生
を
巡
っ
て
は
、
利
用
状
況
が
低
調

な
地
方
拠
点
強
化
税
制
を
見
直
す
な
ど
、
さ
ら

な
る
本
社
機
能
移
転
を
促
進
す
る
。

●
改
正
の
概
要

　

オ
フ
ィ
ス
減
税
に
つ
い
て
、
税
額
控
除
率
等

の
引
上
げ
や
中
古
資
産
の
購
入
・
改
修
の
対
象

追
加（
拡
充
）等
が
行
わ
れ
た
上
で
、
適
用
期
限

が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

［
事
業
承
継
税
制
］

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

●
法
人
会
提
言

　

特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限（
令
和
８
年
３

月
末
日
）と
特
例
制
度
の
適
用
期
限（
令
和
９
年

12
月
末
日
）
が
近
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
期

限
の
延
長
を
求
め
る
。

●
改
正
の
概
要

　

法
人
の
事
業
用
資
産
に
係
る
相
続
税
・
贈
与

税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
、
特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
が
１
年
６
ヵ
月（
令
和
９
年
９

月
ま
で
）延
長
さ
れ
ま
し
た
。

［
消
費
税
制
］

免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
経

過
措
置

●
法
人
会
提
言

　

免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る

経
過
措
置
に
つ
い
て
、
80
％
控
除
可
能
と
な
る

措
置
が
令
和
８
年
９
月
末
日
ま
で（
令
和
８
年

10
月
１
日
か
ら
３
年
間
は
50
％
控
除
可
能
）
と

な
っ
て
い
る
が
、
小
規
模
事
業
者
等
が
取
引
か

ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
、
80
％
控
除
で
き
る
期

間
を
当
面
の
間
、
延
長
す
る
こ
と
。

●
改
正
の
概
要

　

免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
係
る
経
過
措

置
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
適
用
期
限
を
２
年
延

長
し
た
上
で
、
控
除
可
能
割
合
が
段
階
的
に
縮

減
さ
れ
ま
し
た（
令
和
８
年
10
月
か
ら
は
７
割
、

令
和
10
年
10
月
か
ら
は
５
割
、
令
和
12
年
10
月

か
ら
令
和
13
年
９
月
末
ま
で
は
３
割
）。
な
お
、

１
免
税
事
業
者
ご
と
の
年
間
適
用
上
限
仕
入
額

は
１
億
円（
改
正
前
：
10
億
円
）に
引
き
下
げ
ら

れ
ま
し
た
。

［
所
得
税
］

１
．
ふ
る
さ
と
納
税

●
法
人
会
提
言

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
、
住
民
税
は
居
住

自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体
に
納
税

す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と

の
指
摘
も
あ
る
。
寄
付
先
を
納
税
者
の
出
身
自

治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直
し
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
経
費
は
寄
付
総
額

の
５
割
以
下
と
す
る
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
よ
り
多
く
の
寄
付
金
が
寄
付
し
た
地
域
の

た
め
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
事
務
手
数
料
の
あ

り
方
等
を
含
め
、
制
度
設
計
の
見
直
し
が
欠
か

せ
な
い
。

●
改
正
の
概
要

　

寄
付
金
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
活
用
で
き

る
財
源
の
割
合
が
段
階
的
に
60
％
以
上
と
設
定

さ
れ
る
と
と
も
に
、
使
途
を
公
表
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
個
人
住
民
税

の
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
特
例
控
除
の
限

度
額
は
１
９
３
万
円
と
な
り
ま
す
。

２
．�

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

●
法
人
会
提
言

　

薬
剤
費
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
対
象
と
な
る
医
薬
品

な
ど
の
拡
充
も
欠
か
せ
な
い
。

●
改
正
の
概
要

　

対
象
と
な
る
医
薬
品
が
見
直
さ
れ
た
上
で
、

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
適
用
期
限
は
恒
久

化
、
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
は
５
年
間
延
長
さ
れ

ま
し
た
。

［
地
方
税
］

固
定
資
産
税
の
免
税
点

●
法
人
会
提
言

　

固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成

３
年
以
降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た

め
、
大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

●
改
正
の
概
要

　

家
屋
に
係
る
免
税
点
は
30
万
円（
改
正
前
：

20
万
円
）
未
満
に
、
償
却
資
産
に
係
る
免
税
点

は
１
８
０
万
円（
改
正
前
：
１
５
０
万
円
）未
満

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

法
人
会
の
税
制
改
正
に
関
す
る

　
　
　

提
言
の
主
な
実
現
事
項（
令
和
８
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人　

全
国
法
人
会
総
連
合
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体内で使わなかったものは尿中に溶け出てしまいま
す。体内にストックできないので毎日バランスよく
摂るようにします。

⑦食物繊維
　　「腸活って聞くけど何を食べればいいの？」

　　「食事では善玉菌の餌となる食物繊維、オリゴ 
　　糖、善玉菌を多く含む発酵食品を摂るとよい
のよ。でも食事だけでなく運動、睡眠のバランス
も大切よ」食物繊維が炭水化物の仲間です。ただ
消化・吸収できないため、長い間、食品のカスと
して扱われてきました。
　1930 年代より研究が始まり、便秘や心臓疾患、
動脈硬化などの予防に効果があることが分かり、
大腸がんの予防になることから注目されるように
なりました。今では多くの機能から「第六の栄養素」
と呼ばれることもあります。

　注目を集める食物繊維ですが、残念ながら日本
人の多くは野菜の摂取量が目標に達していません。
　理由として、

などがありますが、野菜は低カロリーで、ビタミン・
ミネラル・食物繊維を多く含み、がんの原因にな
る活性酸素を抑えるポリフェノールなども含まれ
ています。できるときにまとめて作りおきを作っ
たり、電子レンジを活用したりして、もっと積極
的に摂りましょう。

元気に働くための元気に働くための
健 康 情 報

⑥ビタミン
　ビタミンもミネラルと同じように微量ですが欠
かせない栄養です。ビタミン解明の歴史は浅く、
1912 年にポーランドのフンクが米ぬかから発見し
たのが最初です。それまでビタミンの欠乏症による
症状は原因も治療方法も分からず、手の施しようの
ない難病として多くの方が亡くなっていきました。
　大航海時代、覇権を求めて多くの冒険家が長期
間の船旅に出て行きましたが原因不明の「壊血病」
に苦しめられました。これは血管がもろくなり、
鼻や口、歯茎、皮膚、粘膜などから出血し、腫れ、
無気力、そして死に至る病気です。南アフリカの
喜望峰を回るインド航路を見つけたバスコ・ダ・
ガマの船隊では 180 人の船員のうち、100 人が壊
血病で亡くなったといわれ、その原因はビタミン
C 不足でした。冷蔵庫がない時代の航海では野菜や
果物はすぐに腐ってしまい、乾パンや塩漬けの肉
ばかり食べていたため起こったといわれています。
　1768 年より南太平洋の冒険に出たジェームス・
クック船長（キャプテンクック）は食事にオレン

ジなどの柑橘類やザワー
クラウト（酢漬けキャベ
ツ）を食事に取り入れた
ので、船員を壊血病で亡
くすことなく長期航海を
することができました。

　ちなみにビタミンは 1912 年にフンクが発見した
のですが、その 2 年前 1910 年に日本人の鈴木梅
太郎が米ぬかからオリザニン（ビタミン B1）を発
見しました。ただ日本語で論文を発表したため世
界的に広がらず、そのあとのフンクの発見が初め
てのビタミンということになりました。
　ビタミンには脂溶性ビタミンと水溶性ビタミン
の 2 種類があります。脂溶性ビタミンにはビタミ
ンＡ、ビタミンＤ、ビタミン E などがあり、健康食
品などで摂り過ぎると過剰症をおこすことがある
ので適量を摂ります。水溶性ビタミンにはビタミン
B 群、ナイアシン、葉酸、ビタミン C などがあり、

食事 と健康
6

第1章　「食」と栄養 つづき

【食物繊維の種類とはたらき】
不溶性食物繊維（穀類、野菜、豆類、きのこ類など）
→・水分を吸収し、便のかさを増す。
　　排便をスムーズに。
　・有害物質を吸着して排出する。　
水溶性食物繊維（海藻、こんにゃく、果物、里芋など）
→・脂質の消化吸収を抑える。
　 ・コレステロールの吸収を抑えて排出を促す。
　・血糖値の急上昇を防ぎ、糖尿病を予防する。
　・ナトリウムの排出を促す。

 ・�共働きの増加により手間がかかる野菜料理
を嫌う傾向が強くなった。

 ・�外食・中食では野菜をたくさん使うものが
少ない。

 ・簡便な加工食品の増加。
 ・�食の欧米化により、和食の煮物、おひたし、

和え物がつくられることが減った。
 ・�生野菜が優れているという錯覚から、たく

さん野菜が摂れる煮野菜が敬遠された。
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神
社
め
ぐ
り
第63回

金
山
神
社（
旧
指
定
村
社
）

鎮
座
地　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
一
五
二
六

御
祭
神　

金
山
彦
命

例
祭
日　

九
月
九
日

宮
　
　
司　

福
住
和
夫

総
代
長　

渡
辺
幸
造

境
内
地　

二
二
一
坪

氏
子
戸
数　

三
六
〇
戸

由
緒
沿
革

　

人
皇
第
五
四
代
仁
明
天
皇
承
和
二
年
（
八
三
五

年
）
勧
請
、
地
名
を
金
山
と
い
う
。
文
治
二
年

（
一
一
八
六
年
）
再
建
の
棟
札
あ
り
、
永
正
年
間

（
一
五
〇
四
年
～
一
五
二
一
年
）
度
々
の
増
水
に

よ
り
現
社
地
に
遷
宮
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九

年
）
正
月
神
祇
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
良
運
よ
り
幣

帛
、
額
字
を
賜
ら
れ
る
。
一
説
に
承
和
二
年
九
月

中
納
言
隆
持
朝
臣
、
大
原
の
庄
を
巡
察
中
逝
去
、

遺
体
を
葬
り
目
標
に
木
を
植
え
た
。
現
、
お
魔
王

の
森
之
な
り
。
此
の
人
の
霊
を
祀
る
祠
あ
り
。
金

山
神
社
に
霊
を
祀
っ
た
と
も
伝
え

る
。
明
治
五
年
に
村
社
に
列
格
さ

れ
、
小
立
地
区
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
「
乳
ヶ
崎
の
御
幣
渡
し
」
は
、

代
表
的
な
伝
統
行
事
の
一
つ
と
し

て
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
お
り
、
金

山
神
社
は
そ
の
中
心
的
な
聖
地
と

な
っ
て
い
る
。
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